
江南区自治協議会のあり方について 

 
第７期委員改選の際に自治協の役割の確認や委員の再任回数の考え方などにつ

いて、江南区の方針を定めた。 
 
（１）自治協の役割について 
●地域課題に対して、区役所が実施する事業と、自治協の各部会で実施している提

案事業の連携を図る 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜上記を踏まえた部会のあり方について＞ 

 

 

 

 

 

区役所が実施すべき 
事業 

自治協が実施する 
ことが効果的な事業 

               まちづくり 

 

磨く 

磨く 

 

 

 

活かす 

 

 

 

 

 

 

守る 

 豊かな自然と都市機能の調和が取れたまち 

【区ビジョン基本方針】 

地 域 課 題 

磨く             環境・教育 

 

資料３ 

人と人とのつながりを大切にする安心安全なまち 

まちづくり部会 

・コミュニティ 

・産業振興 

・公共交通、道路 

    など 

環境・教育部会 

・生活環境 

・教育、生涯学習 

・文化、スポーツ 

      など 

安心安全部会 

・防災、防犯 

・交通安全 

・地域医療、福祉 

      など 

地域課題の認識の共有、課題解決に向けて協働で取り組む 

          安心安全 

 

 

 

創造的な産業を育む活力あるまち 

未来に向けて人が輝き文化が育まれるまち 

区民がまちづくりの主役として輝くまち 

連 携 



２．委員任期等について 

【江南区自治協議会における再任回数の考え方】 

 ●地域の諸課題に取り組む人材の育成・確保や、多様な区民意見の反映の観点か

ら、「新潟市附属機関等に関する指針」に基づき、再任回数は原則 2 回、通算

で 6 年間の任期を上限とする。 
●ただし、他の者に替えがたい事由（専門知識等を有している、選出団体の構成

員の都合など）がある場合は、6 年を超えた取り扱いも可能とする。 
●各団体に委員選出を依頼する際は、上記の取り扱いを明記する。 

 
（参考） 

  


